
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。
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 津市モーターボート競走実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２４年１月１３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第１号 

津市モーターボート競走実施規則の一部を改正する規則 

津市モーターボート競走実施規則（平成１８年津市規則第１５２号）の一部

を次のように改正する。 

第７条第１項中第１４号を第１６号とし、第１０号から第１３号までを２号

ずつ繰り下げ、第９号を第１０号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 副競技委員長 

 第７条第１項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 副審判委員長 

第１３条の見出しを「（審判委員長及び副審判委員長）」に改め、同条に次

の１項を加える。 

２ 副審判委員長は、審判委員長を補佐し、審判委員長に事故があるとき、又

は審判委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

第１７条の見出しを「（競技委員長及び副競技委員長）」に改め、同条に次

の１項を加える。 

２ 副競技委員長は、競技委員長を補佐し、競技委員長に事故があるとき、又

は競技委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

第５４条第２項中「施行規則第８条の」を削り、「Ｂ指定席の入場者にあっ

ては、５００円」を「Ａ指定席の入場者にあっては１，０００円、Ｂ指定席の

入場者にあっては５００円」に改める。 

 別表を次のように改める。 
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附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 



 津市モーターボート競走場における予想業者等に関する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

  平成２４年１月１３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第２号 

   津市モーターボート競走場における予想業者等に関する規則の一部を改

正する規則 

 津市モーターボート競走場における予想業者等に関する規則（平成１８年津

市規則第１５７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２号中「戸籍謄本」を「住民票の写し」に改め、同条第４号中 

「（上半身名刺判とし、最近３月以内に撮影のもの） ２枚」を「（無帽、正

面、上三分身、無背景とし、最近６箇月以内に撮影のもの） １枚」に改め、

同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、次条第４項ただし書に規定する更新の場合につ

いては、前項第１号及び第２号の書類を省略することができる。 

 第１号様式中                      

「 

                                を 

」   

「                                    

                                に 

                               」 

改める。 

 附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

(1) 履歴書    (2) 戸籍謄本 

(3) 住民税納税証明書 (4) 写真 

(1) 履歴書       (2) 住民票の写し 

(3) 住民税納税証明書  (4) 写真 

※ただし、更新の際は (1) 及び (2) を省略することができる。



津市告示第１号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２４年１月５日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

高野尾町地内 ２ 平成２３年１２月 １日 

安濃町川西地内 ２ 平成２３年１２月 ２日 

南が丘地内 １ 平成２３年１２月 ２日 

鳥居町地内 １ 平成２３年１２月 ２日 

野田地内 １ 平成２３年１２月 ５日 

上弁財町津興地内 １ 平成２３年１２月 ６日 

大門地内 １ 平成２３年１２月 ８日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１２月１６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１２月１９日 

白塚駅公共自転車等駐車場 ３２ 平成２３年１２月２０日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１２月２１日 

南新町地内 １ 平成２３年１２月２１日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１２月２２日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ４ 平成２３年１２月２６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２３年１２月２６日 

栗真中山町地内 １ 平成２３年１２月２６日 

神戸地内 １ 平成２３年１２月２６日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２３年１２月２７日 

白塚町地内 １ 平成２３年１２月２７日 

藤方地内 １ 平成２３年１２月２７日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 



３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年１月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２０８０７４ 平成２３年１０月１日 平成２３年１２月２６日



津市告示第３号 

下記の者の平成２３年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年１月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○ ○○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○ ○ ○○ 



○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ ○○

○○○○○○○○○○○○○○ 
○○○○ ○○○○○ ○○○

○○○○○○○○ 



津市告示第４号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、市道

路線を次のとおり廃止する。 

  平成２４年１月１２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

記 

整理番号 路 線 名 
起  点 

重要な経過地 
終  点 

5500 半田第５０号線 
津市半田 

津市半田 



津市告示第５号                 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道路

線を次のとおり認定した。 

 その関係図面は、道路法第９条の規定に基づき、津市建設部建設政策課にお

いて、告示の日から２週間一般の縦覧に供する。 

  平成２４年１月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸    

記 

別紙のとおり 



別　紙

重要な経過地

3844 島崎町第１８号線
津市島崎町

津市島崎町

整理番号

津市渋見町
3843

4311

渋見町第８号線

桜田町第１号線
津市桜田町

津市桜田町

大里窪田山室町線
津市大里窪田町

津市大里山室町
2615

路　線　名

2616 あのつ台第３５号線
津市あのつ台五丁目

起　点

終　点

津市南新町

津市あのつ台五丁目

津市南新町

津市渋見町

4312 南新町第４号線

5520 半田第６１号線
津市半田

5519 野田第２６号線
津市野田

津市久居西鷹跡町
2441 西鷹跡２０号線

津市久居西鷹跡町

津市半田

津市野田

7084 梅ヶ広旧道支線
津市美杉町八手俣

津市美杉町八手俣



津市告示第６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を決定した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１月１２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

記 

別紙のとおり 



5520 半田第６１号線

津市半田字口藤谷３５９８番
１地先から 493.9 ｍ
津市半田字口藤谷３１４４番
３地先まで 6.2ｍ～21.0ｍ

区域決定の区間

4.0ｍ～7.0ｍ

津市渋見町字西焼尾７２７番
４地先から 19.0 ｍ

4.0ｍ

49.5 ｍ

津市島崎町１３７番６６地先
から 78.2 ｍ
津市島崎町１４３番６地先ま
で 4.0ｍ～13.0ｍ

津市大里窪田町字西鳶１７５
９番１地先から

津市大里山室町字東谷３７３
番３地先まで

2615
2,118.9 ｍ

3.0ｍ～11.9ｍ

3843

津市あのつ台五丁目１番１地
先から 521.4 ｍ
津市あのつ台五丁目１番９地
先まで 12.5ｍ～23.3ｍ

津市桜田町２１２番１１４地
先まで

4311

渋見町第８号線

路　線　名整理番号

大里窪田山室町線

3844 島崎町第１８号線

2616 あのつ台第３５号線

490.0 ｍ
5519 野田第２６号線

津市野田字梁瀬１２６５番２
地先から

桜田町第１号線

津市桜田町２１２番１１６地
先から

4312 南新町第４号線

津市南新町２１１番１３地先
から

津市野田字浜垣内３６番４地
先まで

西鷹跡２０号線

津市久居西鷹跡町４９８番６
７地先から

津市久居西鷹跡町４９８番６
９地先まで

津市渋見町字西焼尾７２６番
地先まで

45.4 ｍ

4.0ｍ～4.2ｍ

3.6ｍ～15.0ｍ

186.8 ｍ
津市南新町２１１番３６地先
まで 1.0ｍ～5.0ｍ

別　紙

延　長　ｍ

幅　員　ｍ

7084 梅ヶ広旧道支線

津市美杉町八手俣字梅ヶ広３
５番１地先から 12.0 ｍ
津市美杉町八手俣字梅ヶ広３
５番１地先まで 6.0ｍ～10.0ｍ

2441



津市告示第７号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１月１２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

記 

別紙のとおり 



別　紙

整理番号 路　線　名 供用開始の区間
供用開始
年月日

2616 あのつ台第３５号線

津市あのつ台五丁目１番１地
先から 平成２４年
津市あのつ台五丁目１番９地
先まで １月４日

3843 渋見町第８号線

津市渋見町字西焼尾７２７番
４地先から 平成２４年
津市渋見町字西焼尾７２６番
地先まで １月４日

3844 島崎町第１８号線

津市島崎町１３７番６６地先
から 平成２４年
津市島崎町１４３番６地先ま
で １月４日

4311 桜田町第１号線

津市桜田町２１２番１１６地
先から 平成２４年
津市桜田町２１２番１１４地
先まで １月４日

4312 南新町第４号線

津市南新町２１１番１３地先
から 平成２４年
津市南新町２１１番３６地先
まで １月４日

2441 西鷹跡２０号線

津市久居西鷹跡町４９８番６
７地先から 平成２４年
津市久居西鷹跡町４９８番６
９地先まで １月４日



津市告示第８号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年１月１２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  ５２  赤部線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市河芸町浜田字北浦１２８０番地

先から 

津市河芸町浜田字北浦１２８０番地

先まで 

旧 3.0～4.2 75.0 

津市河芸町浜田字北浦１２８０番地

先から 

津市河芸町浜田字北浦１２８０番地

先まで 

新 4.0～4.8 75.0 
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津市公告第１号 

 次のとおり津市納税催告センター運営業務委託公募型プロポーザルを実施す

るので、公告します。 

  平成２４年１月４日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 業務の概要 

  業務名 

津市納税催告センター運営業務委託 

  予算額 

   １，２６０万円/年間 

   （消費税及び地方消費税額を含む。） 

  担当部署 

   津市政策財務部収税課 

   〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 

   電話        ０５９－２２９－３１３５ 

   ＦＡＸ       ０５９－２２９－３３３１ 

   メールアドレス   229-3135@city.tsu.lg.jp

２ 委託業務の範囲 

次の各号にある公権力の行使に当たらない滞納者等への電話による納税の

呼びかけ（以下「電話催告」という。）等。 

業務にあたっては、津市が導入した滞納者情報を一括管理する４台の滞納

整理支援システム（以下「システム」という。）を使用する。 

 滞納者等への電話催告及び口座振替加入を勧奨する業務 

  電話催告のための電話番号調査に関する業務 

  電話催告に対する問い合わせに応対する業務 

  交渉経過記録を入力する業務、納付書再発行等に関する業務 

  電話番号未判明者、電話不通者、常時不在者及び納税約束・相談約束不

履行者に催告業務を行うための文書を作成・送付する業務 

  実績結果による課題の検証等を踏まえ、業務の改善策を提示し実施して

いく業務 
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  月間業務計画表を策定する業務 

  督促状、催告書発送補助業務、データ入力その他収税課の指示する事務

補助業務 

３ 委託期間 

  平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日まで。 

業務実施は平成２４年４月１日からを予定（契約期間３年）。 

  なお、本業務は地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約であるた

め、契約締結の日の属する年度以降に津市の歳入歳出予算の金額に減額があ

った場合、契約内容を変更、または解除することがある。 

４ スケジュール（予定） 

実施の公告 平成２４年１月４日（水） 

提案書提出意思表明書及び質問書の

提出期限 
平成２４年１月１３日（金） 

質問書の回答 平成２４年１月２０日（金） 

提案書の提出期限 平成２４年１月２７日（金） 

プレゼンテーション及びヒアリング 平成２４年２月１日（水） 

最優先候補者決定通知 平成２４年２月初旬 

５ 参加資格要件 

  参加資格要件は、下記の事項の全てに該当する者とします。 

  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当するものでないこと。 

  津市競争入札参加資格者名簿（業務委託）に登録があること。 

  法人及び法人の代表者に税金の滞納がないこと。（国税・市税が完納で

あること。） 

  過去３年以内に地方公共団体等において当該業務と同等以上の業務の

受託実績を有すること。 

  当該業務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業規模を有し、かつ経営

状況が健全であること。 

  プライバシーマーク（P マーク）及びＩＳＯ２７００１（ISMS）の認定

を受けていること。（提案書に認定番号を記載すること。） 
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６ 提案書提出意思表明書の提出 

  提案に参加する業者は、提案書提出意思表明書（別紙１）を提出してく

ださい。提案書提出意思表明書の提出を確認した後、津市より提案書提出

意思確認書を送付いたします。 

  提出方法は、持参・郵送・宅配便とし、期限までに必着とします。 

ア 提出期限 平成２４年１月１３日（金）午後５時１５分必着 

イ 提出場所  〒５１４－８６１１ 

津市西丸之内２３番１号 

津市政策財務部収税課（℡０５９－２２９－３１３５） 

７ 提案書の提出 

提案書の提出意思を表明し、提案書提出意思確認書を受理した者は、「津

市納税催告センター運営業務委託に関する提案書作成要領」（別紙２）を参

照し提案書を提出してください。 

  提案は、各業者１案とします。 

  提案書提出部数 １２部（Ａ４版 ホッチキス留め、クロステープ止め等不要） 

  提出方法は、持参・郵送・宅配便とし、期限までに必着とします。 

ア 提出期限 平成２４年１月２７日（金）午後５時１５分必着 

イ 提出場所  〒５１４－８６１１ 

津市西丸之内２３番１号 

津市政策財務部収税課（℡０５９－２２９－３１３５） 

  提出された提案書は、委託予定業者を決定する以外、提出者に無断で使

用いたしません。 

ただし、公平性、透明性を期するため「津市情報公開条例」等の規定に

基づき公開することがあります。 

  提出された提案書は、津市の了解なく公表及び使用は出来ません。 

  提案書の提出は、封筒・袋・箱など一つのものに入れ、その上部に会社

等の名称をわかりやすく表示してください。（大きさ、表示の形式は問い

ません。） 

なお、提出時に受付する職員は、その内容について一切点検をしません。

提案書提出の指示事項に反した不備により不採用となる場合があります

ので御注意ください。 
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８  プレゼンテーションによる審査方法 

「津市納税催告センター運営業務委託業者選定委員会」において、提出い

ただいた提案書とプレゼンテーション及び質疑応答を基に審査し、委託予定

業者を選定します。 

提案書を提出した業者全てに対し、プレゼンテーション及び質疑応答を行

います。 

なお、プレゼンテーションの順番は、提案書の提出順とします。 

プレゼンテーションの概要は次のとおりです。 

  日 時 

平成２４年２月１日を予定しています。時間と場所は、後日、提案書提

出意思表明書を提出いただいた業者へ通知します。 

  時 間 

各業者の持ち時間は準備及び撤収作業を含めて４０分以内とします。 

この中で２０分以内のプレゼンテーション及び１０分間の質疑を行い

ます。 

  出席者 

説明は提案の発案者とし、２名以内の同席を認めます。 

  使用備品 

プレゼンテーションでのパソコン、プロジェクター等の情報機器を使用

することを認めます。ただし、電源以外は用意がありませんので、必要な

備品は、各自で御用意をお願いします。 

  結果の通知 

結果については、参加した各業者に直接、選定の可否を通知します。 

９ 契約手続き 

委託予定業者は津市が指定する期日までに見積書を提出し、当該業務にか

かる詳細を協議した上、津市と契約を締結します。 

なお、業務委託条件・仕様等は、プロポーザルによる提案を踏まえ、この

協議において加筆・修正を行うことがあります。 

10 質問 

質問がある場合については、次の事項に留意の上、電子メールにより行う

ものとします。電話等による質問は一切受け付けません。 
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  質問は平成２４年１月１３日（金）午後５時１５分必着とし、以降は受

け付けません。 

  質問にあたっては、電子メールの件名を「提案書等に係る質問について」

とし、ファイルは添付せず、本文中に業者名、質問者、質問内容等を簡潔

に記載し、229-3135@city.tsu.lg.jp まで送信してください。 

  質問への回答は、公平を期すため、提案書提出意思表明書の提出があっ

た全業者に平成２４年１月２０日（金）に電子メールにて一斉に通知しま

す。 

11 見積額 

見積額については、「津市納税催告センター運営業務委託に関する提案書

作成要領」（別紙）を参照し提示してください。 

なお、平成２４年度については１，２６０万円（消費税及び地方消費税を

含みます。）を予算計上しています。 

12 その他留意事項 

  津市が提示する参加資格要件に該当しない業者が提出した提案書につい

ては、審査を行いません。事前に十分要件を確認してください。 

  提案書作成等に係る費用は、全てプロポーザル参加業者の負担とします。 

  提出された提案書は返却しません。また提出期限後の提出や再提出及び

差し替え等については一切認めません。 

  契約の締結は平成２４年３月上旬を予定しています。 

  予算の関係上、委託期間を変更する場合があります。 

  プロポーザル参加後に参加資格を失ったり、虚偽の書面提出等の不正が

発覚した業者については、選定結果を無効にすることがあります。 

  「津市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱」により、指名停

止等に該当した業者は、契約を解除することがあります。 



（別紙１）

平成  年  月  日

津 市 長  前 葉 泰 幸 様

住   所              

会 社 名              

代表者氏名              印

提案書提出意思表明書

津市納税催告センター運営業務委託について、提案書を提出します。

提案に係る責任者

所  属

役  職

氏
ふり

  名
がな

（    －   ）

住  所

電話番号

FAX 番号

メールアドレス

※ この業務に係る本市からの連絡事項等は、上記の宛先に行います。



（別紙２）

津市納税催告センター運営業務委託に関する提案書作成要領

津市納税催告センター運営業務委託に関する提案書の作成は以下の要領で

作成してください。 

なお、記載された内容は、当該運営業務委託実施において必ず実施していた

だく事項となりますのでご承知ください。 

１ 会社概要について 

 商号または名称 

 代表者氏名 

 本社所在地 

 支社所在地 

 自己資本額 

 沿革、組織図 

 総社員数（常勤職員数） 

 系列会社名 

 事業内容 

 直近３年間売上高及び法人税納税証明書 

 法人登記簿 

２ 当該業務と同等の業務についての受託実績 

 受託年度 

 自治体名と担当部署 

 契約事業名 

 業務内容 

 契約額 

３ 業務体制について 

 組織及び人員の配置、その確保方法 

（ポルトガル語・英語等）外国語での対応が可能な電話催告担当者があ

る場合は、提案書に催告可能な外国語の言語名及び人数を明記すること。 

 平日の営業時間 

 祝日・土日の勤務体制 
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 時間外の業務方法 

 緊急時のバックアップ体制 

 指導、研修計画 

４ 業務内容について 

業務を実施するための具体的、総合的な方策 

５ 個人情報保護体制について 

個人情報の漏洩を防止するための具体的な方策 

６ 業務提案について 

事業を効果的に実施するため必要と思われる企画・改善提案 

７ 見積額について 

下表を参考に、１ヶ月当たりの金額、全体の業務期間当たりの金額を提示

してください。 

（業務期間）平成２４年４月１日（予定）から平成２７年３月３１日まで

（３６ヶ月） 

１ヶ月当たりの金額

（消費税抜き）
月  数

３６ヶ月の金額

（消費税抜き）

円 ３６ヶ月 円



津市公告第２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１月６日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１月４日

２ 抑留期間 平成２４年１月１２日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

芸濃町椋本

ミ ニ チ ュ

ア ダ ッ ク

スフンド

茶 オス 小 ９１日

以上

２ 津市

丸之内養正町

ミ ニ チ ュ

ア ダ ッ ク

スフンド

黒 オス 小 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２









































津市公告第４号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２４年１月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１月１１日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１月６日

２ 抑留期間 平成２４年１月１６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

白山町川口

柴 黒白 オス 中 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第６号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年１月１２日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１月１０日

２ 抑留期間 平成２４年１月１７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

南新町

雑種 白 オス 小 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第７号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画下水道事

業流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区）の変更認可に係る図書の写しの

送付がありましたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６

２条第２項の規定により、次の場所において縦覧に供します。 

 平成２４年１月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市下水道部下水道政策課 



津市公告第８号 

三重県知事による津都市計画下水道事業の変更認可の告示がありましたの

で、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定により、次のと

おり公告します。 

 平成２４年１月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画事業の種類及び名称 

津都市計画下水道事業流域関連津市公共下水道（志登茂川処理区）及び安

濃都市計画下水道事業流域関連津市安濃公共下水道 

２ 施行者の名称 

   津市 

３ 事務所の所在地 

  津市殿村５番地 

４ 事業施行の期間 

  平成１０年３月１７日から平成２８年３月３１日まで 

５ 事業地 

 収用の部分 

 変更無し 

  使用の部分 

平成 10 年三重県告示第  98 号、平成 10 年三重県告示第 139 号、平成 13

年三重県告示第 317 号、平成 13 年三重県告示第 461 号、平成 15 年三重県

告示第 612 号、平成 16 年三重県告示第 46 号、平成 16 年三重県告示第 256 

号、平成 16 年三重県告示第 257 号、平成 17 年三重県告示第 564 号、平成

17 年三重県告示第 575 号、平成 17 年三重県告示第 746 号、平成 19 年三重

県告示第 212 号及び平成 22 年三重県告示 167 号の事業地より、津市大里小野

田町字八知、下八知及び字菖蒲並びに大里山室町字乾谷を津市あのつ台一丁

目、あのつ台二丁目、あのつ台三丁目、あのつ台四丁目及びあのつ台五丁目

に名称変更し、あのつ台一丁目からあのつ台二丁目までの区間内、あのつ台

四丁目からあのつ台四丁目までの区間内、大里小野田町字八知からあのつ台

一丁目までの区間内、大里小野田町字下八知からあのつ台五丁目までの区間

内、河芸町一色字起から字物書までの区間内、河芸町一色字起から字鎌代ま

での区間内、河芸町一色字起から河芸町中別保字浦までの区間内、河芸町一

色字中洲原から字起までの区間内、河芸町影重字下洲原から字浜新田までの



区間内、白塚町字浜新田から字北永定までの区間内、白塚町字浜新田から字

浜新田までの区間内、一身田町字三ノ坪から字高田までの区間内、一身田平

野字御堂前から字松ノ下の区間内、白塚町字小山から字小山までの区間内、

栗真町屋町字南浜から字中新畑までの区間内、栗真町屋町字南浜から字鬼ヶ

塩屋までの区間内、栗真町屋町字中浜から字北浜までの区間内、栗真町屋町

字南浜から字南浜までの区間内、桜橋三丁目から大谷町までの区間内、桜橋

三丁目から鳥居町までの区間内、栄町二丁目から栄町三丁目までの区間内、

桜橋二丁目から桜橋三丁目までの区間内、桜橋三丁目から一身田中野字山ノ

前までの区間内、上浜二丁目から上浜町六丁目までの区間内、上浜町五丁目

から一身田中野字輿までの区間内、桜橋三丁目から島崎町までの区間内、大

里野田町字石田からあのつ台四丁目までの区間内、あのつ台四丁目からあの

つ台三丁目までの区間内、大里小野田町字菖蒲から字八知までの区間内、河

芸町東千里字南垣内から字北垣内までの区間内、河芸町東千里字縄鏡から字

大橋までの区間内、河芸町上野字平田から河芸町千里ヶ丘までの区間内、河

芸町上野字南大蔵から字市場山までの区間内、河芸町上野字中須から字曽角

までの区間内、河芸町中別保字太子から字香浦までの区間内、河芸町中別保

字中起から河芸町一色字鎌代までの区間内、河芸町一色字花里から字起まで

の区間内、河芸町影重字浜新田から字浜新田までの区間内、白塚町字泥から

字鏡までの区間内、白塚町字南永定から字白池までの区間内、白塚町字中起

から字中起までの区間内、白塚町字北出山から字北出山までの区間内、一身

田町字三ノ坪から字五ノ坪までの区間内、一身田町字五ノ坪から字五ノ坪ま

での区間内、大里窪田町字下澤から字堂垣内までの区間内、栗真町屋町字松

本から字根上りまでの区間内、栗真町屋町字松本から字東ノ内までの区間内、

安濃町安濃字天伯から安濃町内多字蓮善田までの区間内、安濃町内多字一ノ

坪から字的場までの区間内、安東町字柳から安濃町清水字佐倉までの区間内、

上浜町二丁目から上浜町二丁目までの区間内、上浜町二丁目から上浜町二丁

目までの区間内、桜橋二丁目から桜橋二丁目までの区間内、栄町二丁目から

栄町二丁目までの区間内、栄町二丁目から栄町三丁目までの区間内及び広明

町から大谷町までの区間内を削除し、あのつ台一丁目、あのつ台二丁目、あ

のつ台三丁目、あのつ台四丁目、あのつ台五丁目、河芸町千里ヶ丘、河芸町

東千里字北垣内、字南垣内、字大橋及び字縄境、大里野田町字石田、大里小

野田町字八知、字下八知及び字菖蒲、河芸町一色字鎌代、字中起、字起、字

物書、字茶ノ木及び字花里、河芸町中別保字浦、字中起、字太子及び字香浦、

安濃町安濃字室ノ口、安濃町内多字蓮善田、字的場、字大城、字向出及び字

一ノ坪、安濃町清水字佐倉、河芸町影重字浜新田、河芸町上野字市場山、字

南大蔵、字中須、字上芦原、字曽角及び字平田、白塚町字北永定、字南永定、

字浜新田、字小山、字白池、字九門九、字鎌田、字中起、字奥起、字泥、字



境、字北出山及び字石神、大里窪田町字堂垣内、一身田町字高田、字三ノ坪

及び字五ノ坪、一身田中野字興、字東野及び字山ノ前、上浜町二丁目、上浜

町四丁目、上浜町五丁目、上浜町六丁目、桜橋一丁目、桜橋二丁目、桜橋三

丁目、江戸橋一丁目、江戸橋二丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、栄町三丁目、

大谷町、広明町、羽所町、下部田字北羽所、島崎町、栗真町屋町字鬼ヶ塩屋、

字東之内、字南新浜、字南浜、字浜、字中新畑、字根上り、字松本及び字東

之内並びに鳥居町を追加する。 



津市公告第９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１月１３日 

                       津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１月１１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市神戸字切田８６２－１、８６３－１の各一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市船頭町津興３４７８ 

  大石屋 代表者 山森弘基 



津市公告第１０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年１月１３日 

                       津市長 前 葉 泰 幸 

１ 工事完了年月日 

  平成２４年１月１１日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市神戸字切田８６２－１の一部 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市船頭町津興３４７８ 

  大石屋 代表者 山森弘基 



津市公告第１１号 

 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号。）第２４条第１項の規定に基づき、

三重県知事から事業認定申請書及びその添付書類の写しの送付を受けたので、

同条第２項の規定に基づき、これを公衆の縦覧も供するため次のとおり公告し

ます。 

なお、事業の認定について利害関係を有する者は、同法第２３条の規定に基

づき、縦覧期間内に限り三重県知事に土地収用法施行規則第４条の規定に従っ

て公聴会開催請求書を提出することができ、また、同法第２５条の規定に基づ

き、縦覧期間内に限り、三重県知事に意見書を提出することができるので留意

してください。 

  平成２４年１月１３日 

津市長 前 葉 泰 幸 

１ 起業者の名称  

津市 

２ 事業の種類  

  津市屋内総合スポーツ施設駐車場等整備事業 

３ 起業地 

 イ 収用の部分 三重
み え

県津
つ

市北河路
きたこうじ

町字出口
で ぐ ち

、字平田
ひ ら た

及び字荒堀
あらほり

地内

ロ 使用の部分 なし 

４ 縦覧の場所 

  津市スポーツ文化振興部スポーツ振興課 

５ 縦覧の期間 

  公告の日から平成２４年１月２７日まで 



津市水道局公告第１号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２４年１月１０日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎  

記 

別紙のとおり 



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。　

0

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・水道局が指定する講習会等とは、社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、日本ダクタイル

 鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製造メーカーの配管技能講習会

最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

開札日時
及び場所

平成２４年２月２日 午前１０時００分　

津市水道局２階　入札室

予定価格 8,728,000

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２４年１月３０日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業㈱津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２４年１月１８日

回 答 日 平成２４年１月２５日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２４年１月３０日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

その他要件
津市水道局指定給水装置工事事業者である者

元請として、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２４年１月３０日 まで

閲覧場所 水道総務課

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 市内本店

格付要件 あり

同種工事
実績要件

技術者要件
主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者との兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】津・香良洲

工 期 契約締結の日から 平成２４年３月２３日 まで

発注業種 土木一式（配水管工事）

工事概要

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝36.6ｍ 仕切弁設置工　φ75mm　Ｎ＝1箇所

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝17.0ｍ 仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝1箇所

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝14.2ｍ 消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所　

仕切弁設置工　φ150mm　Ｎ＝2箇所 仮配管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝14.2ｍ

仕切弁設置工　φ100mm　Ｎ＝1箇所

【地区】津・香良洲 【格付】Ｂ

工 事 名
平成２３年度　工務第４５号

津駅東西連絡線（東口）地下通路整備工事に伴う羽所町地内配水管布設工事（仮設及び本設）

工事場所 津市 羽所町 地内 

　　事後審査型条件付一般競争入札
公 告 日 平成２４年１月１０日 工 事 担 当 課 工務課



午後５時まで

ホームページにて回答

円　（税抜き）

　　事後審査型条件付一般競争入札

公 告 日 平成２４年１月１０日 工 事 担 当 課 工務課

工 事 名
平成２３年度　簡水第２５号

八幡簡易水道配水管橋梁添架工事

工事場所 津市 美杉町川上 地内 

取付配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝22.1ｍ

舗装本復旧工　Ａ＝171ｍ2

工 期 契約締結の日から 平成２４年５月１８日 まで

発注業種 鋼構造物

工事概要

橋梁添架工　ＮＦＰ150Ａ×250φ　Ｌ＝14.8ｍ

参加資格
に関する
事 項

建設業許可 特定・一般

所在地要件 東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

格付要件 なし

地 域 ・
格付要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

【ﾌﾞﾛｯｸ】 【地区】 【格付】

同種工事
実績要件

　過去１０年間において官公庁等が発注した工事で、元請として上水道施設の水管橋の
製作又は据付の実績を有する者であること

技術者要件

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（津市発注工事における専任配置）

現場代理人 常駐配置（主任技術者と兼務可）

その他要件

年平均完成工事高を有すること（審査基準日　平成２１年１０月１日～平成２２年９月３０日）

設計図書
の 閲 覧

閲覧期間 本公告の日から 平成２４年１月３０日 まで

閲覧場所 水道総務課

設計図書
の 購 入

購入期間 本公告の日から 平成２４年１月３０日 まで

販 売 店 創作工房ネオ　　津市一志町井関96-1　　TEL059（293）6100

設計図書等に
関する質問

提出期限 平成２４年１月１８日

回 答 日 平成２４年１月２５日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）　ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

入札方法等

入札方法 郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

提出期限 平成２４年１月３０日 必着

郵 送 先 〒514-8799　郵便事業（株）津支店留　津市水道局　水道総務課 宛

開札日時
及び場所

平成２４年２月２日 午前１０時１５分　

津市水道局　２階　入札室

予定価格 10,303,000
最低制限価格 有

入札保証金 免　除

契約保証金 契約金額の１００分の１０以上

前 金 払 有

部 分 払 無

その他

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

・技術者要件欄に記載した津市発注工事とは、水道局又は調達契約課発注工事で担当課執行分を除く。

・工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。


